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官
民
較
差
は
0
・
09
％
、
3
8
7
円

住
居
手
当
の
見
直
し
も
勧
告
さ
れ
る

人
事
院
は
8
月
7
日
に
政
府

・
内
閣
に
対
し
、国
家
公
務
員
の

月
例
給
の
引
き
上
げ
・
一
時
金

の
支
給
月
数
の
引
き
上
げ
な
ど

を
盛
り
込
ん
だ
勧
告
を
行
っ
た
。

月
例
給
の
改
定
は
、
①
行
政

職
俸
給
表
（
一
）
に
つ
い
て
、

総
合
職
試
験
、一
般
職
試
験（
大

卒
程
度
）
に
係
る
初
任
給
を
1

5
0
0
円
、
一
般
職
試
験
（
高

卒
程
度
）
に
係
る
初
任
給
を
2

0
0
0
円
引
き
上
げ
、
30
歳
台

半
ば
ま
で
の
職
員
が
在
職
す
る

号
俸
に
つ
い
て
所
要
の
改
定
、

②
そ
の
他
の
俸
給
表
に
つ
い
て

は
、
行
政
職
俸
給
表
（
一
）
と

の
均
衡
を
基
本
に
改
定
し
、
専

門
ス
タ
ッ
フ
職
・
指
定
職
俸
給

表
の
改
定
は
行
わ
な
い
、
と
し

て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
間
、
官
民
較
差

が
僅
少
な
場
合
、
扶
養
手
当
の

引
き
上
げ
や
暫
定
的
な
一
時
金

の
支
給
で
対
応
し
て
き
た
が
、

本
年
は
人
材
確
保
の
観
点
か
ら

の
俸
給
表
改
定
勧
告
が
行
わ
れ

た
。ま

た
、
住
居
手
当
に
つ
い
て

は
、
公
務
員
宿
舎
使
用
料
の
上

昇
を
考
慮
し
、
手
当
の
支
給
対

象
と
な
る
家
賃
額
の
下
限
を
4

0
0
0
円
引
き
上
げ
、
そ
の
原

資
を
用
い
て
手
当
の
上
限
を
1

0
0
0
円
引
き
上
げ
る
こ
と
と

し
て
お
り
、
手
当
額
が
2
0
0

0
円
を
超
え
る
減
額
と
な
る
職

員
に
1
年
間
の
経
過
措
置
が
設

け
ら
れ
る
。

一
時
金
は
、
引
き
上
げ
る
月

数
分
を
今
年
度
の
12
月
期
の
勤

勉
手
当
に
充
て
、
来
年
度
以
降

は
期
末
・
勤
勉
手
当
と
も
に
支

給
月
数
が
均
等
に
な
る
よ
う
0

・
25
月
ず
つ
配
分
す
る
と
し
て

い
る
が
、
再
任
用
職
員
に
つ
い

て
は
、
一
般
職
員
へ
の
支
給
月

数
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
踏
ま
え
、

過
去
の
経
過
な
ど
か
ら
、
本
年

の
改
定
は
見
送
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
。

長
時
間
労
働
是
正
や
パ
ワ
ハ
ラ
対
策
等
を
報
告

非
常
勤
職
員
の
夏
季
休
暇
が
新
設
さ
れ
る

公
務
員
人
事
管
理
に
関
す
る

報
告
で
は
、
勤
務
時
間
等
に
関

す
る
取
組
と
し
て
、
本
年
4
月

か
ら
超
過
勤
務
命
令
の
上
限
等

を
設
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

制
度
の
運
用
状
況
等
を
把
握
し

必
要
に
応
じ
て
各
府
省
を
指
導

す
る
と
と
も
に
、
各
府
省
に
お

け
る
長
時
間
労
働
の
是
正
に
関

す
る
取
組
を
支
援
す
る
と
し
て

い
る
。

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
対
策
で

は
、
現
在
開
催
し
て
い
る
「
公

務
職
場
に
お
け
る
パ
ワ
ー
・
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
対
策
検
討

会
」
で
の
議
論
結
果
を
踏
ま

え
、
新
た
な
防
止
策
を
措
置
す

る
と
し
、
セ
ク
ハ
ラ
対
策
も
充

実
・
強
化
す
る
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
民
間
の
状
況
等
を
踏

ま
え
、
非
常
勤
職
員
の
夏
季
休

暇
が
新
設
さ
れ
た
。

人
勧
の
早
期
完
全
実
施
を
政
府
に
要
請

確
定
期
も
公
務
労
協
に
結
集
し
取
り
組
む

国
公
連
合
は
、
本
年
の
人
勧

期
に
お
い
て
も
公
務
労
協
・
公

務
員
連
絡
会
と
連
携
し
、
段
階

的
交
渉
や
各
種
行
動
に
主
体
的

に
参
画
し
て
き
た
。

と
く
に
、
公
務
員
連
絡
会
が

6
月
19
日
の
人
事
院
総
裁
に
要

求
書
提
出
交
渉
を
行
っ
た
の
を

皮
切
り
に
、
そ
の
後
の
幹
事
ク

ラ
ス
交
渉
委
員
に
よ
る
職
員
団

体
審
議
官
交
渉
、
全
国
か
ら
3

千
名
を
結
集
し
た
7
・
26
中
央

行
動
を
背
景
に
し
て
書
記
長
ク

ラ
ス
交
渉
委
員
が
職
員
福
祉
局

長
・
給
与
局
長
交
渉
を
行
う
な

ど
、
最
終
盤
ま
で
人
事
院
と
の

交
渉
・
協
議
に
粘
り
強
く
取
り

組
ん
で
き
た
。

公
務
員
連
絡
会
は
、
本
年
の

人
勧
等
に
対
し
、
①
月
例
給
の

官
民
較
差
に
基
づ
く
俸
給
表
改

定
に
関
す
る
評
価
、
②
一
時
金

の
改
定
が
再
任
用
職
員
で
見
送

ら
れ
た
こ
と
や
勤
勉
手
当
で
措

置
す
る
こ
と
へ
の
遺
憾
の
意
、

③
住
居
手
当
の
見
直
し
へ
の
受

け
止
め
、
④
長
時
間
労
働
の
是

正
や
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
対
策

に
お
け
る
こ
れ
か
ら
の
課
題
、

⑤
非
常
勤
職
員
の
夏
季
休
暇
が

新
設
さ
れ
る
こ
と
の
評
価
、
な

ど
に
つ
い
て
の
声
明
文
（
2
面

に
全
文
掲
載
）
を
発
出
し
て
い

る
。ま

た
、
政
府
・
関
係
大
臣
に

対
し
、
給
与
改
定
に
関
す
る
勧

告
を
完
全
実
施
す
る
こ
と
や
昨

年
に
人
事
院
が
政
府
等
に
意
見

の
申
出
を
行
っ
た
定
年
引
上
げ

に
つ
い
て
、
早
期
に
着
実
か
つ

確
実
に
実
施
す
る
よ
う
求
め
て

い
る
。

本
年
の
人
事
院
勧
告
の
取
扱

い
を
め
ぐ
っ
て
は
、
秋
の
臨
時

国
会
で
所
要
の
改
正
法
案
が
提

出
さ
れ
審
議
さ
れ
て
い
く
こ
と

か
ら
、
引
き
続
き
公
務
労
協
・

公
務
員
連
絡
会
に
結
集
し
、
確

定
期
の
運
動
を
精
力
的
に
展
開

し
て
い
く
。

●1
最
終
回
答
交
渉
に
臨
む
公
務
員
連
絡
会
委
員
長
ク
ラ
ス
交
渉
委
員（
右
か
ら
3
人
目
が
柴
山
議
長
、8
月
5
日
、人
事
院
）●●2
回
答
す
る
一
宮
人

事
院
総
裁
●●3
公
務
員
連
絡
会
2
0
1
9
人
勧
期
中
央
行
動
に
は
、全
国
か
ら
約
3
千
人
が
結
集
し
た（
7
月
25
日
、東
京
・
日
比
谷
大
音
楽
堂
）

●1●2

2019
人事院勧告

月
例
給
は
若
年
層
職
員
が
在
職
す
る
俸
給
表
を
改
定

―
一
時
金
は
再
任
用
職
員
を
除
き
0
・
05
月
分
引
き
上
げ
―

●3

こ
の
「
副
委
員
長
の
回
覧
板
」
実

に
三
年
半
ぶ
り
の
投
稿
と
な
っ
た
。

前
回
は
、
中
央
委
員
会
報
告
の
情
報

に
掲
載
さ
れ
、
今
回
は
人
勧
特
集
で

あ
る
▼
本
年
も
「
月
例
給
・
一
時

金
」
と
も
に
引
上
げ
と
な
っ
た
よ
う

だ
（
勧
告
が
出
る
前
に
投
稿
！
）。

住
居
手
当
の
改
善
も
？
何
と
か
か

な
？
▼
公
務
員
連
絡
会
交
渉
委
員
の

皆
さ
ん
お
疲
れ
様
で
し
た
。
そ
し

て
、
昨
年
の
夏
が
平
成
で
最
も
暑
い

夏
だ
っ
た
そ
う
だ
が
、
令
和
に
な
っ

て
初
の
夏
、
昨
年
以
上
の
猛
暑
と
な

っ
て
い
る
中
で
の
中
央
行
動
、
参
加

者
の
皆
さ
ん
（
私
も
含
め
て
）
大
変

お
疲
れ
様
で
し
た
▼
し
か
し
、
こ
れ

か
ら
が
本
番
。
安
倍
政
権
と
の
闘
い

が
待
っ
て
い
ま
す
。
10
月
か
ら
の
消

費
税
引
上
げ
に
よ
っ
て
消
費
は
伸
び

な
い
�
税
収
も
伸
び
な
い
。
�
国
の

財
政
厳
し
い
の
で
・
・
・
等
、
何
を

言
い
出
す
か
わ
か
ら
な
い
政
権
。
気

を
引
き
締
め
て
掛
か
ら
な
け
れ
ば
！

▼
ま
た
、
今
回
の
配
分
で
も
初
任
給

・
若
年
層
対
策
に
重
点
を
置
く
よ
う

で
あ
る
が
、
現
状
、
民
間
中
小
で
も

働
き
手
の
確
保
の
た
め
に
初
任
給
を

無
理
し
て
で
も
上
げ
て
い
る
の
は
事

実
、
仕
方
が
な
い
と
も
思
え
る
。
で

も
、
6
年
連
続
の
引
上
げ
分
で
や
っ

と
普
通
定
期
昇
給
2
回
分
位
？
改
善

さ
れ
た
気
が
し
な
い
！
と
言
う
の
が

本
音
で
あ
る
▼
後
は
、
人
勧
完
全
実

施
の
取
り
組
み
と
並
行
し
て
、
上
位

級
を
め
ざ
し
「
級
別
定
数
改
善
」
の

取
り
組
み
に
力
を
注
ご
う
。
そ
れ
っ

き
ゃ
な
い
！

（
Ｔ
・
Ｔ
）

次
の
た
た
か
い
へ

副
委
員
長
回
覧
板

（１）２０１９年８月８日 第52号国 公 連 合



0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

3.50

3.70

3.90

4.10

4.30

4.50

4.70

4.90

一時金の支給月数

月例給の引上げ額

＊連合の各賃上げ額は、各年の最終集計分（6月末）で賃上げ分が明確に分かる組合の加重平均の集計額。
＊連合の組合員規模100人未満については、2016年以降のデータから公表されている。

《2015年～2019年の連合春季生活闘争と人事院勧告の状況》

連合 100人未満賃上げ額
連合 全体賃上げ額
連合 一時金年間支給月数

連合 300人未満賃上げ額
人事院勧告 賃上げ額
人事院勧告 期末・勤勉手当支給月数

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

1,613円

2,024円

4.20月

4.30月

4.40月
4.45月 4.50月

4.86月4.92月

4.81月
4.86月4.84月

1,469円 1,356円 1,413円 1,395円1,324円
1,165円1,165円

1,295円1,295円

1,580円 1,605円
1,534円1,534円

631円631円 655円655円

1,661円 1,560円
1,511円1,511円

387円387円

708円708円

人
事
院
勧
告
で
の
給
与
改

定
に
は
、
民
間
労
組
等
の
春

季
生
活
闘
争
で
の
妥
結
結
果

が
影
響
す
る
こ
と
か
ら
、
国

公
連
合
は
今
年
の
春
闘
期
の

取
り
組
み
に
お
い
て
も
連
合

に
結
集
し
、
民
間
産
別
の
春

季
生
活
闘
争
を
積
極
的
に
支

援
し
て
き
た
。

連
合
は
2
0
1
9
春
季
生

活
闘
争
方
針
に
お
い
て
も
、

賃
上
げ
の
継
続
に
よ
る
「
底

上
げ
・
底
支
え
」「
格
差
是

正
」
と
「
す
べ
て
の
労
働
者

の
立
場
に
た
っ
た
働
き
方
」

の
実
現
を
同
時
に
推
し
進
め

る
と
と
も
に
、
賃
金
の
「
上

げ
幅
」の
み
な
ら
ず「
賃
金
水

準
」
を
追
求
す
る
闘
争
を
強

化
し
て
い
く
こ
と
な
ど
を
掲

げ
、
運
動
を
進
め
て
き
た
。

そ
の
結
果
、
連
合
が
7
月

5
日
に
公
表
し
た
最
終
回
答

集
計（
6
月
末
時
点
）で
は
、

平
均
賃
金
方
式
で
要
求
し
回

答
を
引
き
出
し
た
組
合
の
組

合
員
数
の
加
重
平
均
で
、
賃

上
げ
額
が
5
9
9
7
円
、
賃

上
げ
率
で
2
・
07
％
と
な

り
、
昨
年
同
時
期
比
63
円
増

・
同
率
と
な
っ
て
い
る
。

特
に
、
組
合
員
数
1
0
0

人
未
満
の
組
合
が
健
闘
し
、

賃
上
げ
分
が
明
確
に
分
か
る

組
合
に
お
け
る
賃
上
げ
分
1

6
6
1
円
、
0
・
73
％
は
額

・
率
と
も
に
全
規
模
区
分
で

最
も
高
く
な
っ
て
お
り
、
全

体
の
賃
上
げ
に
つ
な
が
る
要

因
と
な
っ
て
い
る
。

現
在
の
人
勧
制
度
の
下
に

お
い
て
は
、
民
間
等
労
組
で

の
賃
上
げ
の
流
れ
が
公
務
員

賃
金
に
影
響
す
る
こ
と
を
鑑

み
、
今
後
も
連
合
に
結
集
し

連
携
し
て
、「
経
済
の
自
律

的
成
長
」「
包
摂
的
な
社
会

の
実
現
」
な
ど
に
向
け
た
取

り
組
み
を
進
め
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

公
務
員
連
絡
会
は
7
月
25
日
、
全
国
か
ら
3
千
人
の
仲
間
を
結
集
し
て
2
0
1
9
人
勧
期
中
央

行
動
を
実
施
し
た
。
中
央
決
起
集
会
を
は
じ
め
霞
が
関
一
周
デ
モ
行
進
、
人
事
院
前
交
渉
支
援
行

動
、
総
括
集
会
な
ど
に
精
力
的
に
取
り
組
み
、
6
年
連
続
の
月
例
給
与
・
一
時
金
の
引
き
上
げ
勧

告
を
は
じ
め
2
0
1
9
人
勧
期
要
求
実
現
を
求
め
て
最
後
ま
で
闘
い
抜
く
決
意
を
固
め
あ
っ
た
。

ま
た
前
段
に
は
、
公
務
労
協
国
家
公
務
員
関
係
部
会
（
国
公
関
係
部
会
）
が
2
0
1
9
夏
季
決

起
集
会
を
開
催
し
、
協
約
締
結
権
グ
ル
ー
プ
の
2
0
1
9
春
季
交
渉
等
を
共
有
す
る
と
と
も
に
、

今
後
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
意
思
統
一
し
た
。

2019連合春季生活闘争と人事院勧告

7.25
公
務
員
連
絡
会

人
勧
期
中
央
行
動

賃上げの流れが人勧に波及
中小の奮闘が全体を底上げ6

年
連
続
の
月
例
給
与
・
一
時
金

引
上
げ
勧
告
へ
総
行
動
を
展
開

2019人勧期最終局面の取り組みを意思統一した

霞が関一周のデモ行進で人勧期要求実現をアピール

人事院前で書記長クラス交渉の支援行動を実施

中央集会で決意表
明する下山国交職
組東北地本委員長

中央集会で行動指
示する清水全駐労
書記長

人事院前で取り組
み報告する井上税
関労組書記次長

交渉支援行動を指
揮する渡邉書記次
長（政労連書記長）

長時間労働の是正や定年引き上げなども訴えた

公務労協国公関係部会夏季決起集会

公
務
員
連
絡
会
声
明

1
�
人
事
院
は
、
本
日
、
月
例
給
を
0
・
09
％
、
3
8
7
円
引
上
げ
、
一
時
金
の
支
給
月
数
を
0
・
05
月
分
引
上
げ
る
給

与
に
関
す
る
勧
告
・
報
告
と
働
き
方
改
革
を
は
じ
め
と
す
る
公
務
員
人
事
管
理
に
関
す
る
報
告
を
行
っ
た
。

2
�
公
務
員
連
絡
会
は
、
6
月
19
日
に
人
事
院
に
要
求
を
提
出
し
、
以
降
、
幹
事
ク
ラ
ス
交
渉
委
員
に
よ
る
職
員
団
体
審

議
官
交
渉
、
全
国
か
ら
3
0
0
0
名
を
結
集
し
た
7
・
25
中
央
行
動
を
背
景
と
し
て
書
記
長
ク
ラ
ス
交
渉
委
員
に
よ
る

職
員
福
祉
、
給
与
両
局
長
交
渉
を
行
う
な
ど
、
人
事
院
と
の
交
渉
・
協
議
を
最
終
盤
ま
で
ね
ば
り
強
く
取
り
組
ん
だ
。

本
年
の
人
勧
期
に
お
け
る
重
要
課
題
は
、
①
民
間
の
賃
金
及
び
一
時
金
等
を
は
じ
め
と
す
る
厳
し
い
環
境
の
も
と
に

あ
っ
て
も
、
公
務
員
の
月
例
給
与
及
び
一
時
金
の
引
上
げ
を
勧
告
さ
せ
る
こ
と
、
②
住
居
手
当
に
つ
い
て
は
、
交
渉
・

協
議
、
合
意
に
基
づ
く
対
応
を
さ
せ
る
こ
と
、
③
改
正
人
事
院
規
則
に
基
づ
く
超
過
勤
務
の
縮
減
に
向
け
、
実
効
あ
る

措
置
と
し
て
の
具
体
化
を
は
か
る
こ
と
、
④
パ
ワ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
対
策
に
つ
い
て
民
間
に
遅
れ
る
こ
と
な
く

措
置
さ
せ
る
こ
と
、
⑤
非
常
勤
職
員
の
待
遇
を
改
善
さ
せ
る
こ
と
等
で
あ
っ
た
。

3
�
本
年
の
給
与
に
関
す
る
勧
告
・
報
告
は
、
①
月
例
給
与
の
官
民
較
差
が
3
8
7
円
と
極
め
て
小
さ
い
も
と
で
俸
給
表

の
改
定
を
勧
告
し
た
。
具
体
的
に
は
、
民
間
の
初
任
給
と
の
水
準
差
を
解
消
し
、
こ
れ
に
伴
い
、
若
年
層
が
在
職
す
る

号
俸
に
限
定
し
て
改
定
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
公
務
に
お
け
る
人
材
確
保
や
非
常
勤
職
員
の
待
遇
改
善

に
寄
与
す
る
こ
と
か
ら
一
定
の
評
価
は
で
き
る
も
の
の
、
俸
給
表
全
体
を
改
定
す
る
た
め
の
較
差
に
至
ら
な
か
っ
た
と

は
い
え
、
わ
れ
わ
れ
が
求
め
た
全
世
代
へ
の
配
慮
の
面
か
ら
は
決
し
て
満
足
の
い
く
も
の
で
は
な
い
。
②
一
時
金
に
つ

い
て
は
6
年
連
続
で
支
給
月
数
増
と
な
り
、
組
合
員
の
期
待
に
一
定
程
度
応
え
る
勧
告
と
な
っ
た
が
、
再
任
用
職
員
の

改
定
を
見
送
っ
た
こ
と
は
遺
憾
で
あ
る
。
公
的
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
の
引
上
げ
以
降
の
高
齢
期
の
雇
用
と
給
与
の
あ

り
方
に
関
わ
る
根
本
的
問
題
と
し
て
捉
え
、
定
年
の
段
階
的
引
上
げ
を
は
じ
め
と
す
る
対
応
に
改
め
て
全
力
を
あ
げ
る

こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
本
年
も
引
上
げ
分
を
勤
勉
手
当
に
充
て
た
こ
と
は
、
育
児
・
介
護
に
携
わ
る
職
員
へ
の
配
慮
を

欠
く
も
の
で
あ
る
。
非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
は
、
改
正
非
常
勤
職
員
給
与
決
定
指
針
で
勤
勉
手
当
の
支
給
が
明
記
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
順
守
を
求
め
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
③
住
居
手
当
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
90
年
代
前
半
か
ら
長
年
に

わ
た
り
見
直
し
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
、
こ
の
間
の
国
家
公
務
員
宿
舎
の
削
減
に
伴
い
、
既
に
使
用
料
が

大
幅
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
宿
舎
居
住
職
員
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
は
か
る
必
要
に
対
し
て
、
見
直
し
の
内
容
は
、
手
当

が
減
額
さ
れ
る
職
員
へ
の
一
定
の
配
慮
が
な
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
基
礎
控
除
額
の
引
き
上
げ
に
伴
い
手
当
が
減
額

と
な
る
職
員
が
生
じ
る
こ
と
は
な
お
遺
憾
で
は
あ
る
が
、
交
渉
・
協
議
の
到
達
点
と
し
て
見
直
し
を
受
け
と
め
る
も
の

で
あ
る
。

4
�
長
時
間
労
働
の
是
正
に
つ
い
て
は
、
人
事
管
理
報
告
で
は
、
本
年
4
月
か
ら
設
定
し
た
超
過
勤
務
命
令
の
上
限
等
に

関
し
て
、
制
度
の
運
用
状
況
を
把
握
し
、
必
要
に
応
じ
て
各
府
省
を
指
導
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
本

年
4
月
か
ら
新
た
な
制
度
の
も
と
で
取
組
が
進
め
ら
れ
て
い
る
も
と
、
職
場
に
お
け
る
労
使
交
渉
や
政
党
に
対
す
る
国

家
公
務
員
の
超
過
勤
務
時
間
の
縮
減
に
向
け
て
の
要
請
行
動
な
ど
の
取
組
を
展
開
し
て
き
た
。
人
事
院
に
は
、
各
省
に

お
け
る
他
律
的
業
務
の
部
署
の
指
定
や
上
限
時
間
を
超
え
る
こ
と
の
で
き
る
特
例
業
務
の
取
扱
い
な
ど
の
実
態
を
適
時

適
確
に
把
握
し
、
強
力
な
指
導
助
言
を
行
う
な
ど
、
実
効
あ
る
超
過
勤
務
の
縮
減
に
向
け
た
、
よ
り
一
層
の
対
応
を
強

く
求
め
る
。

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
対
策
に
つ
い
て
は
、
人
事
管
理
報
告
で
は
、
現
在
開
催
し
て
い
る
有
識
者
に
よ
る
「
公
務
職
場

に
お
け
る
パ
ワ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
対
策
検
討
会
」
で
の
議
論
の
結
果
も
踏
ま
え
て
、
パ
ワ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

に
対
す
る
新
た
な
防
止
策
を
措
置
す
る
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
に
つ
い
て
は
、「
女
性

の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
が
成
立
し
、
民
間
法
制
度
が
先
行

し
て
い
る
も
と
、
と
く
に
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
定
義
や
実
効
あ
る
紛
争
解
決
機
能
の
措
置
に
向
け
て
、
労
働
政
策

審
議
会
の
動
向
を
踏
ま
え
た
人
事
院
規
則
等
の
改
定
に
向
け
人
事
院
と
の
交
渉
・
協
議
を
継
続
し
て
い
く
。

非
常
勤
職
員
の
休
暇
に
つ
い
て
は
、
民
間
の
状
況
等
を
踏
ま
え
、
夏
季
休
暇
が
新
設
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
同
一

労
働
同
一
賃
金
の
原
則
を
一
層
推
進
す
る
た
め
、
引
き
続
き
、
人
事
院
に
は
、
常
勤
職
員
と
の
間
で
取
扱
い
が
異
な
る

休
暇
・
休
業
制
度
に
関
し
て
の
総
点
検
の
実
施
と
公
務
員
連
絡
会
と
の
協
議
に
基
づ
く
改
善
を
求
め
て
い
く
。

5
�
以
上
の
よ
う
に
、
本
年
の
勧
告
・
報
告
は
、
わ
れ
わ
れ
の
要
求
に
あ
ま
ね
く
応
え
た
も
の
と
は
い
え
な
い
が
、
労
働

基
本
権
制
約
の
も
と
、
公
務
員
連
絡
会
は
、
政
府
に
対
し
て
、
給
与
改
定
を
勧
告
通
り
早
期
完
全
実
施
す
る
こ
と
を
求

め
る
。
ま
た
、
長
時
間
労
働
の
是
正
や
パ
ワ
ハ
ラ
防
止
対
策
、
昨
年
の
意
見
の
申
出
に
基
づ
く
定
年
引
上
げ
の
着
実
か

つ
確
実
な
早
期
実
施
を
求
め
て
取
組
を
強
化
し
て
い
く
。

公
務
員
連
絡
会
は
、
勧
告
等
の
完
全
実
施
と
、
す
べ
て
の
職
員
の
労
働
諸
条
件
の
改
善
、
こ
れ
か
ら
本
格
化
す
る
地

方
自
治
体
や
独
立
行
政
法
人
、
政
府
関
係
法
人
等
の
取
組
に
お
い
て
、
全
力
を
尽
く
す
も
の
で
あ
る
。

2
0
1
9
年
8
月
7
日

公
務
員
労
働
組
合
連
絡
会

協約締結権のある組合の賃金交渉状況等を共有した

司会を務める荘司
国公連合書記長

取
り
組
み
報
告
者

石川沖縄国公労
中央執行委員

高久保全開発
書記長

基調を提起する森永
国公関係部会事務局長

野口全駐労
中央執行委員

関全農林
中央執行委員

工藤政労連
中央執行委員

人事院勧告（月例給、期末・勤勉手当）の変遷 【作成：国公連合】

国会決定
内容

勧告通り
㊟勧告の際に、
官民比較方法の
見直しがあり、
企業規模50人以
上に拡大等を実
施した。
勧告通り
（指定職不実施）

勧告通り

勧告通り

勧告通り

別記（㊟3）

改定見送りについて
は勧告通り
㊟55歳超の昇給昇格
制度の改正について
は、自公政権に交代
後に2014年からの実
施を閣議決定した。
勧告通り
㊟なお、特例減額
については法律の
規定どおり2014年
3月末で終了する
ことをあわせて閣
議決定した。

勧告通り

勧告通り

勧告通り

勧告通り

勧告通り

㊟1．平均給与月額とは、所定外給与である超過勤務手当等及び実費弁償的な性格の通勤手当等以外の俸給、扶養手
当、俸給の特別調整額（管理職手当）、地域手当、住居手当等の全ての給与の平均月額をいう。

㊟2．期末・勤勉手当の月数の（ ）は改定勧告を行っていないことを表す。
㊟3．2011年は別途の給与特例減額法案の閣法提出があり人勧不実施を決めるも、民自公の3党合意に基づき、人勧
実施の上で給与を減額する法案が2012年2月成立、3月施行。

期末・勤勉
手当支給月
数（㊟2）

（4．45）

4．50

（4．50）

4．15

3．95

（3．95）

（3．95）

（3．95）

4．10

4．20

4．30

4．40

4．45

4．50

官民較差
平均改定率
平均改定額
改定見送り
0．00％
18円

従来比較方
法較差
1．12％
4，252円
0．35％
1，352円

改定見送り
0．04％
136円

△0．22％
△863円
△0．19％
△757円
△0．23％
△899円

改定見送り
減額前の較差
△0．07％
△273円

減額後の較差
7．67％
28，610円
改定見送り
減額前の較差

0．02％
76円

減額後の較差
7．78％
29，282円
0．27％
1，090円
0．36％
1，469円
0．17％
708円
0．15％
631円
0．16％
655円
0．09％
387円

勧告日

8月8日

8月8日

8月11日

8月11日

8月10日

9月30日

8月8日

8月8日

8月7日

8月6日

8月8日

8月8日

8月10日

8月7日

行（一）俸給表
平均給与月額
（㊟1）

381，212円

383，541円

387，506円

391，770円

395，666円

397，723円

特例減額前
401，789円
特例減額後
372，906円

特例減額前
405，463円
特例減額後
376，257円

408，472円

408，996円

410，984円

410，719円

410，940円

411，123円

行（一）俸給表
平均年齢

40．4歳

40．7歳

41．1歳

41．5歳

41．9歳

42．3歳

42．8歳

43．1歳

43．5歳

43．5歳

43．6歳

43．6歳

43．5歳

43．4歳

年次

2006
（平成18年）

2007
（平成19年）

2008
（平成20年）

2009
（平成21年）
2010

（平成22年）
2011

（平成23年）

2012
（平成24年）

2013
（平成25年）

2014
（平成26年）
2015

（平成27年）
2016

（平成28年）
2017

（平成29年）
2018

（平成30年）
2019

（令和元年）

（３）２０１９年８月８日 第52号（２）国 公 連 合



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

12月期

1．30月（改定なし）
0．975月（現行0．925月）

1．30月
0．95月

6月期

1．30月（支給済み）
0．925月（支給済み）

1．30月
0．95月

令和元年度 期末手当
勤勉手当

2年度 期末手当
以降 勤勉手当

■給与勧告の骨子

○ 本年の給与勧告のポイント
～月例給、ボーナスともに引上げ～
① 民間給与との較差（0．09％）を埋めるため、初任給及び若年層の
俸給月額を引上げ
② ボーナスを引上げ（0．05月分）、民間の支給状況等を踏まえ勤勉
手当に配分
③ 住居手当の支給対象となる家賃額の下限を引上げ、その原資を用
いて手当額の上限を引上げ

Ⅰ 給与勧告制度の基本的考え方
（給与勧告の意義と役割）
・ 国家公務員給与は、社会一般の情勢に適応するように国会が随時
変更することができる。その変更に関し必要な勧告・報告を行うこ
とは、国家公務員法に定められた人事院の責務
・ 勧告は、労働基本権制約の代償措置として、国家公務員に対し適
正な給与を確保する機能を有するものであり、能率的な行政運営を
維持する上での基盤
・ 公務には市場の抑制力という給与決定上の制約がないことから、
給与水準は、経済・雇用情勢等を反映して労使交渉等によって決定
される民間の給与水準に準拠して定めることが最も合理的

（現行の民間給与との比較方法等）
・ 公務と民間企業の給与比較は、単純な平均値ではなく、役職段階、
勤務地域、学歴、年齢等の給与決定要素を合わせて比較することが
適当
・ 企業規模50人以上の多くの民間企業は部長、課長、係長等の役職
段階を有しており、公務と同種・同等の者同士による給与比較が可
能。さらに、現行の調査対象事業所数であれば、実地による精緻な
調査が可能であり、調査の精確性を維持

Ⅱ 民間給与との較差に基づく給与改定等
1 民間給与との比較
約12，500民間事業所の約55万人の個人別給与を実地調査（完了率87．9％）
〈月例給〉 公務と民間の4月分の給与額を比較

○民間給与との較差 387円 0．09％
〔行政職（一）…現行給与 411，123円 平均年齢43．4歳〕

〔俸給 344円 はね返り分（注）43円〕
（注）俸給の改定に伴い諸手当の額が増減する分

〈ボーナス〉 昨年8月から本年7月までの直近1年間の民間の支給
実績（支給割合）と公務の年間の支給月数を比較

○民間の支給割合 4．51月（公務の支給月数 4．45月）

2 給与改定の内容と考え方
〈月例給〉
⑴ 俸給表
① 行政職俸給表（一）
民間の初任給との間に差があること等を踏まえ、総合職試験及
び一般職試験（大卒程度）に係る初任給を1，500円、一般職試験
（高卒者）に係る初任給を2，000円引上げ。これを踏まえ、30歳
台半ばまでの職員が在職する号俸について所要の改定（平均改定
率0．1％）
② その他の俸給表
行政職俸給表（一）との均衡を基本に改定（専門スタッフ職俸
給表及び指定職俸給表は改定なし）

⑵ 住居手当
公務員宿舎使用料の上昇を考慮し、手当の支給対象となる家賃額
の下限を4，000円引上げ（12，000円→16，000円）。これにより生ずる
原資を用いて、民間の状況等を踏まえ、手当額の上限を1，000円引
上げ（27，000円→28，000円）
手当額が2，000円を超える減額となる職員については、1年間、

所要の経過措置

〈ボーナス〉
民間の支給割合に見合うよう引上げ 4．45月分→4．50月分
民間の支給状況等を踏まえ、勤務実績に応じた給与を推進するた

め、引上げ分を勤勉手当に配分
（一般の職員の場合の支給月数）

［実施時期］
・月例給：平成31年4月1日（住居手当については令和2年4月1日）
・ボーナス：法律の公布日

3 給与制度における今後の課題
職員の職務・職責や専門性の重視、能力・実績の反映等の観点から

の取組を引き続き推進。民間企業における定年制の状況等を踏まえな
がら、給与カーブの在り方について検討

■公務員人事管理に関する報告の骨子

公務に対する国民の信頼を回復し、更に高めるため、全体の奉仕者と
しての公務員の使命等を再認識させるよう、倫理感・使命感の醸成や職
務に対する責任の自覚を働きかけるなど一層の対応に努力。キャリア形
成に強い関心を持つ若手職員が増加し、育児、介護等の事情を抱えた職
員の存在が顕在化する中で、多様な有為の人材を公務に誘致し、これら
の人材が活躍できる公務職場の実現に向けた取組を推進

1 人材の確保及び育成
⑴ 人材の確保
採用試験の申込者数が減少してきている中、多様な有為の人材を

確保するため、各府省等と連携しつつ、受験者層に応じた施策を展
開。人材確保をめぐる諸課題の幅広い検討が必要

⑵ 人材の育成
管理職員のマネジメント能力向上や若手職員・女性職員のキャリ

ア形成支援のため、引き続き、専門的な知見を活かした研修を実施
⑶ 能力・実績に基づく人事管理の推進
人材育成の観点も踏まえて人事評価が適切に活用され、能力・実

績に基づく人事管理が徹底されるよう各府省を支援。分限処分に関
する運用の徹底など必要な取組を実施

2 勤務環境の整備
⑴ 勤務時間等に関する取組
・ 本年4月から、超過勤務命令の上限等を設定。制度の運用状況
を把握し、必要に応じて各府省を指導。関係機関と連携しつつ、
各府省における長時間労働の是正に関する取組を支援

・ 仕事と家庭の両立支援制度の周知、不妊治療を受けやすい職場
環境の醸成

・ 心の健康づくりの推進、過労死等防止対策の推進
⑵ ハラスメント防止対策
現在開催している有識者による「公務職場におけるパワー・ハラ

スメント防止対策検討会」での議論の結果も踏まえて、新たな防止
策を措置。セクシュアル・ハラスメント対策の充実・強化

⑶ 非常勤職員の適切な処遇の確保
非常勤職員の給与について、引き続き、常勤職員との権衡をより

確保し得るよう取組。非常勤職員の休暇について、民間の状況等を
踏まえ、夏季休暇を新設

3 障害者雇用に関する取組
障害者選考試験、合理的配慮指針の策定、フレックスタイム制の柔

軟化等をこれまでに実施。本年秋にも同選考試験を実施するほか、各
府省の適切な選考等を引き続き支援

4 定年の引上げ
昨年8月の本院の意見の申出を踏まえ、定年の65歳への段階的な引

上げを実現するための措置が早期に実施されるよう、改めて要請

2019人事院勧告 報告の骨子
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